
５月２８日、千年小学校５年生児童４６人が、もち米「あ

かりもち」の田植え体験を行いました。 

児童たちはＪＡや地域の農家の指導のもと、敷地内にある

約３０平方メートルの学校田で、植える間隔や苗の持ち方な

どに気を付けながら作業を行いました。田植えの後には、田

の四隅に酒をかけて豊作を願う伝統的な儀式を行い、児童２

人が真剣な表情で取り組んでいました。 

指導を行う農家の伊藤さんと中田さんによれば、この田植

え体験は２０年以上前から行われ、バケツ稲や学校近くの水

田が用いられていましたが、５年前に「千年地区水資源・環

境を守る会」によって学校田が設置され、稲の栽培で最も重

要な水の運搬・管理を行っています。 

今後は９月下旬に稲刈り、１０月頃に脱穀を行い、収穫し

たもち米は児童に贈られる予定です。 

今回、５月２１日と５月３１日に市りんご公園を会場に、

摘果やコンフューザーＲの取り付け作業について研修を実

施し、計３７名が参加しました。 

参加者は、講師の青森県りんご協会職員、農業協同組合職

員の説明に熱心に耳を傾け、積極的に質問をするなど理解を

深めていました。 

研修会場に設置された無料職業紹介所では、参加者が早速

りんご作業の求職登録を申し込むなど、今後りんご園地で作

業に従事する方が増えることが期待されます。 

市では、りんご生産現場において補助的な作業等に従事

する人材を増やし、人手不足の解消を図ることを目的に、

りんご作業の基礎的な知識や実技を学ぶ研修会を作業工程

ごとに開催しています。

農地バンクが所有者から農地を買い受け、受け手農 

業者へ売却する農地売買等事業の申請締切日が、今ま

では毎月２７日でしたが、６月３０日以降の受付分か

ら、毎月２０日に変更となります。 

ただし、当日が休日等の場合は前日が締切日になり

ます。 

また、当事業以外の農業委員会に提出する農地の売

買や貸借、転用の申請許可は、これまでどおり、毎月

２７日が締切日で変更ありませんので、お間違えのな

いようお願いします。 

■問い合わせ先  

農業委員会農地利用促進係（市役所前川本館３階） 

☎４０－７１０４ 

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知

った日から３年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

相続登記の申請義務化は、すでに相続が発生し不動産の相続登記

がなされていないものも対象となります。正当な理由がないのに義

務に違反した場合、１０万円以下の過料の適用対象となります。又、

より簡易に相続登記の申請義務が履行できるように、相続人申告登

記が新たに設けられました。さらに、令和８年４月１日からは住所

や氏名の変更登記が義務化されます。

詳しくは、法務省ホームページを確認又は青森地方法務局弘前

支局までお問い合わせください。

◎法務省ホームページ「不動産を相続した方へ～相続登記・遺産分

割を進めましょう～」 

■問い合わせ先  

青森地方法務局弘前支局（早稲田三丁目１－１）

☎２６－１１５０（音声案内２番）

新規就農者及び就農希望者を対象に、先輩農家と交流する

イベントを開催します。交流・仲間づくりの機会としてぜひ

ご参加ください。 

◆対  象 新規就農者（就農開始から５年程度）、就農希

望者など

◆日  時 ７月２９日（火）午後２時３０分～（２時間半

程度）

◆場  所 弘前市民会館１階 大会議室

（下白銀町１－６）

◆テ ー マ 「自ら作った作物の魅力を外部へ伝え、 

販売につなげるアクションを考えよう！」 

◆内  容 （1）ゲストトーク、（2）ワークショップ

◆ゲ ス ト 小田切　葵 氏（そまりんごファーム）、

外崎　陽子 氏

◆定  員 ３０名（参加費無料）

◆申込期限 ７月２２日（火）

◆詳細は市ホームページ（二次元コード）をご確認ください。

■問い合わせ・申込先 農政課担い手育成係（市役所前川

本館３階）☎４０－０７６７

全国農業会議所では、原則４９歳以下の就農希望者を新たに

雇用し、通年で農業就業又は独立就農に必要な技術・経営ノウ

ハウ等を習得させるための研修を実施する農業者等に対して、

「雇用就農資金」を交付しています。

令和７年度事業の第２回募集に向けて、事業説明会を開催し

ます。個別相談も受け付けますので、雇用就農資金の活用を検

討している方は、ぜひご参加ください。

◆対  象 「雇用就農資金」の活用を検討している方

◆日  時 ７月２２日（火）午後２時

◆場  所 弘前市役所岩木庁舎２階 会議室１

◆内  容 雇用就農資金の説明など

◆定  員 １５名 

◆申込期限 ７月１７日（木）

※事前申込みが必要です。

◆参 加 費 無料           Ｗｅｂページ

■問い合わせ・申込先 農政課担い手育成係（市役所前川本館

３階）☎４０－０７６７

農業・農村の多面的機能（農産物生産のみではなく、国

土の保全や水源の涵養などの様々な働き）を維持・発揮す

るため、地域の共同活動を支援します。 

１．多面的機能支払交付金の構成 

多面的機能支払交付金は、農地維持支払交付金と資源向上

支払交付金から構成されます。

①農地維持支払交付金 

… 農地法面の草刈りや水路の泥上げ等の基礎的な保全

活動、保全管理構想の作成など

②資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）

… 農業用施設の軽微な補修、植栽による景観形成、多面

的機能の増進を図る活動など

③資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動） 

… 農業用施設の軽微でない補修や更新など

２．多面的機能支払交付金の交付単価 

②と③を同時に取り組む場合は②の単価が７５％になり、 

また多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、 

②の単価が５／６になります。 

③で直営施工しない場合は③の単価が５／６になります。 

３．支援の対象となる組織 

農業者のみで構成される活動組織、または農業者及び非

農業者で構成される活動組織。なお、資源向上②の交付を

受ける場合は、非農業者の参加が必須となります。

《弘前市では、令和７年３月３１日現在、３１の活動組織

が取り組んでいます。》

４．多面的機能支払交付金に取り組むための手順 

（１）活動組織の設立

  ・活動の対象とする農業用施設や農地、活動に取り組み

やすいまとまりを設定します。

  ・規約や活動計画書などを作成し、設立総会を開催して

審議します。

 （２）事業計画の認定

  ・設立総会で承認された規約や活動計画書などを市へ提

出し、市から事業計画の認定を受けます。

 （３）交付金の申請

  ・市へ交付申請書を提出します。

 （４）活動の実施と記録

  ・活動計画書に定めた活動を実施し、作業の内容や収支

について記録します。

 （５）活動の実績報告

  ・４月１日から３月３１日までの１年間の活動記録と金

銭出納簿を取りまとめ、報告書を市へ提出します。

５．その他 

交付金の対象農地を転用した場合や遊休農地になった

場合は、事業計画の認定を受けた年度にさかのぼって、交

付金を返還することとなります。

☆農林水産省のホームページ《多面的機能支払交付金》

でも確認できます。

 （単位：円／１０アール）

（共　同） 　（長寿命化）

田

畑

草地 250 240 400

① 農 地 維 持 ② 資 源 向 上 ③ 資 源 向 上

3,000 2,400 4,400

2,000 1,440 2,000

■問い合わせ先 農村整備課総務係（市役所前川本館３階） ☎４０－７１０３ 

（つがる林檎園／津軽りんご

加工センター）
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◆証明書の申請に必要なもの

・被害状況が分かる写真 

・被害園地の所在地が分かるもの（固定資産税納税通知書

など） 

◆証明書の申請に関する注意点

・証明書は、被災園地の耕作者へ交付します。 

・証明書の交付申請後、交付まで１週間程度を要します。 

・証明書のみでは、市税等の減免にはなりません。

◆減免や徴収猶予の対象となる市税等 

対象となる市税等は、令和７年度の右表の市税及び保険料

です。申請期限等は、各市税等により異なりますので、詳細

については右記の担当課までお問い合わせください。納付済

の市税等は対象外となりますのでご留意ください。 

減免申請の審査及び減免決定までには時間を要します。 

 また、審査の結果、減免に該当しない場合があります。 

大雪によるりんご樹・農産物等の被害により、減収が見

込まれることで市税等の納付が困難となり、減免や徴収猶

予の申請をされる方は、申請する際に「農産物等被害証明

書（以下、証明書）」が必要になります。証明書の交付を希

望される方は、市役所りんご課へお越しください。 

  なお、証明書の交付を受け、手続きをしても必ず減免（免

除）となるものではありませんので、あらかじめご了承く

ださい。 

◆減免や徴収猶予の相談・申請時に必要な書類

□ 農産物等被害証明書 

□ 納税通知書又は納入通知書 

□ 減免申請者の本人確認書類（運転免許証など） 

   ※代理人が申請手続をする場合は、代理人の本人確認書

類も必要です。 

□ 申請者のマイナンバーが分かるもの 

□ 農作物共済等の書類（契約内容が分かる書類） 

□ 過去５年分の農業収入が分かるもの 

（確定申告書の控え又は市民税県民税申告書の控え及 

び収支内訳書等） 

 ※上記のほか、市税等の種類によって必要な書類が異なる場 

合があります。 

■減免や徴収猶予に関する問い合わせ先

■証明書申請に関する問い合わせ先  

りんご課（市役所前川本館３階） ☎４０－０４８２

市税および保険料
納入通知書の

発送時期

市県民税・森林環境税 ６月１０日

介護保険料

5407-04☎課金年保国料険保康健民国

後期高齢者医療保険料 （市役所１階） ☎40-7046

市税等の徴収猶予

７月１４日

市民税課（市役所２階、
☎40-7025・☎40-7026）

収納課（市役所２階、
☎40-7032・☎40-7033）

問い合わせ先

介護福祉課（市役所１階、
☎40-7049）

市では現在、昨冬の大雪により発生したりんご樹等の幹割れ

や枝折れ被害の拡大防止のために使用した融雪剤、塗布剤の購

入助成を実施しております。 

令和６年１０月１日から令和７年３月３１日までにＪＡ以

外の販売店で購入された方で、まだ申請されていない方は、８

月２９日（金）までに忘れずにお申込みください。 

◆助成率

融雪剤 １／３（上限：４８０円／１０アール） 

塗布剤 １／３（上限：５４０円／１０アール） 

事業申請等の詳細につきましては、市ホームページ（二次元

コード）をご確認ください。 

■問い合わせ先 りんご課生産振興係 

（市役所前川本館３階）☎４０－７１０５

市では､気象災害からの恒常的な防護策として、収入保

険または果樹共済加入者を対象に防風網の張替えに要す

る経費に対し補助します。

◆対象者

・収入保険または果樹共済加入者であること（令和７年産）

・市税などの滞納がないこと（過去５年間）

◆補助対象経費 防風網の張替経費

◆補助率(額)  １／３（上限１８万円）

■問い合わせ先 りんご課生産振興係（市役所前川本館

３階）☎４０－７１０５

今年もりんご公園で「りんご収穫体験」ができます。 

食べごろに育ったりんごを、皆さんの手でもぎ取りでき

ます。 

皆さんお誘いあわせのうえ、ご来園ください。

※収穫時期、品種によって収穫数量を制限させていただく

場合があります。 

◆期  間  ８月初旬から１１月中旬頃まで

◆場  所  りんご公園（清水富田字寺沢）

◆体験料金  有料

■問い合わせ先 りんご公園 ☎３６－７４３９

農地流動化情報は、
市のホームページからも情報提供！

農業委員会では、農地の有効利用と遊休農地解消対策とし

て、「農地を貸したい、売りたい」または「借りたい、買いた

い」などの情報を提供しています。 

   農業・商業・観光 ＞ 農業情報 ＞

農地に関すること ＞ 農地流動化情報 

７月～８月は農地の調査実施期間として､担当地区の農業

委員及び農地利用最適化推進委員が､農地の利用状況を調査

しています。農地パトロールは、農地法に基づき、毎年市内

すべての農地の利用状況を調査するものです。 

特に今年度は、相馬地区を重点地区として位置づけ、より

詳しく調査を行います。利用状況把握のため、農業委員、農

地利用最適化推進委員、農地活用支援隊員及び事務局職員が

農地内に立ち入ることもありますが、農地の利用促進につな

げるための大切な調査ですので、ご理解とご協力をお願いし

ます。 

調査の結果、農地の不適正な利用や遊休農地などが明らか

になった場合は、農業委員会が行う意向調査などの対象とな

ります。農地は食料の生産基盤である大切な資産であり、限

られた資源です。一度耕作を放棄すると、数年で原形を失う

ほどに荒れてしまいます。また、病害虫の発生など、近隣の

農地や住民に大変迷惑がかかります。農地を所有する方は、

適正な管理をお願いします。 

なお、労働力不足などの理由で耕作できない、農地を貸し

たい・売りたい方は、お早目にご相談ください。

■問い合わせ先  

農業委員会農地利用促進係（市役所前川本館３階） 

☎４０－７１０４ 

または農業委員、農地利用最適化推進委員まで 

自然災害や市場価格低下など、あらゆる要因による収入減

少に対応する収入保険制度の加入を促進するため、新たに加

入する方の保険料（掛捨て部分）の一部を補助します。

◆補助対象者 収入保険に新規で加入する農業者・農業法人

※既に収入保険に加入している方や、過去に加入してい 

た方は対象外となります。

◆補助対象経費 保険料（掛捨て部分）の３０％以内

◆補助要件などの詳細は市ホームページ（二次元コード）を

ご覧ください。 

■問い合わせ先  

・補助金について  

農政課地域経営係（市役所前川本館３階） 

☎４０－７１０２ 

・収入保険について

青森県農業共済組合ひろさき支所収入保険課 

☎２８－５７００

近年、高齢化や担い手不足等により園地管理が困難とな

り、園地が放任状態となるケースが増えております。放任園

は様々な病害虫発生の温床となり、近隣園地に重大な被害を

及ぼすため、園主自らが放任園になる前に対策を講じること

が重要です。 

市では、放任園について、園主自身で廃園することが困

難な場合、園主から承諾を得て、園地の伐採等を行う地域

の団体等に対して、経費の一部を補助する事業（りんご放

任園解消対策事業）を行っております。 

本事業は、昨年度の市長の「放任園ゼロ宣言」に伴い、

令和６年度から３か年で当市の放任園をゼロにすることを

目指し、予算の拡充や、市職員による「りんご放任園解消

チーム」を結成するなど、集中的かつ強力に取り組んでお

ります。活用を検討されている方はご相談ください。 

また、市農業委員会では、農地の有効活用を図る目的か

ら、農地の貸付や売渡に係るあっせん業務を行っておりま

す。荒廃が進み遊休化した農地は、復元に多くの労力を要

することから、あっせんが困難な場合がありますので、あ

っせんをお考えの方はお早めにご相談ください。 

■問い合わせ先

・放任園の伐採事業の申請について 

りんご課生産振興係 

(市役所前川本館３階) 

☎４０－７１０５ 

・農地のあっせんについて 

農業委員会農地利用促進係 

(市役所前川本館３階) 

☎４０－７１０４ 

 青森県農業共済組合では、白色申告の方や単式簿記の方等

を対象に青色申告ソフトの講習会を開催します。 

◆日 時 ①７月３１日（木）午前１０時～１１時３０分

②７月３１日（木）午後３時～４時３０分

◆場 所 ①ＮＯＳＡＩ青森ひろさき支所

（弘前市門外字村井２６２）

②ＮＯＳＡＩ青森津軽支所

（五所川原市金山字竹崎２０３－４） 

◆定 員 各会場３０名（先着順）

◆締 切 ７月２５日（金）

◆参加費 無料

◆講 師 （株）セーブ

※申込みの際、栽培品目等を伺うことがあります。 

■問い合わせ・申込先 

①青森県農業共済組合ひろさき支所 収入保険課 

☎２８－５７００ 

②青森県農業共済組合津軽支所 収入保険課 

☎０１７３－３３－１５１３ 

①許可を得ずに農地以外に転用されている農地はないか 

②耕作が放棄されている農地はないか 

③放任園など周辺の営農に支障を与えている農地はないか 
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◆証明書の申請に必要なもの

・被害状況が分かる写真 

・被害園地の所在地が分かるもの（固定資産税納税通知書

など） 

◆証明書の申請に関する注意点

・証明書は、被災園地の耕作者へ交付します。 

・証明書の交付申請後、交付まで１週間程度を要します。 

・証明書のみでは、市税等の減免にはなりません。

◆減免や徴収猶予の対象となる市税等 

対象となる市税等は、令和７年度の右表の市税及び保険料

です。申請期限等は、各市税等により異なりますので、詳細

については右記の担当課までお問い合わせください。納付済

の市税等は対象外となりますのでご留意ください。 

減免申請の審査及び減免決定までには時間を要します。 

 また、審査の結果、減免に該当しない場合があります。 

大雪によるりんご樹・農産物等の被害により、減収が見

込まれることで市税等の納付が困難となり、減免や徴収猶

予の申請をされる方は、申請する際に「農産物等被害証明

書（以下、証明書）」が必要になります。証明書の交付を希

望される方は、市役所りんご課へお越しください。 

  なお、証明書の交付を受け、手続きをしても必ず減免（免

除）となるものではありませんので、あらかじめご了承く

ださい。 

◆減免や徴収猶予の相談・申請時に必要な書類

□ 農産物等被害証明書 

□ 納税通知書又は納入通知書 

□ 減免申請者の本人確認書類（運転免許証など） 

   ※代理人が申請手続をする場合は、代理人の本人確認書

類も必要です。 

□ 申請者のマイナンバーが分かるもの 

□ 農作物共済等の書類（契約内容が分かる書類） 

□ 過去５年分の農業収入が分かるもの 

（確定申告書の控え又は市民税県民税申告書の控え及 

び収支内訳書等） 

 ※上記のほか、市税等の種類によって必要な書類が異なる場 

合があります。 

■減免や徴収猶予に関する問い合わせ先

■証明書申請に関する問い合わせ先  

りんご課（市役所前川本館３階） ☎４０－０４８２

市税および保険料
納入通知書の

発送時期

市県民税・森林環境税 ６月１０日

介護保険料

5407-04☎課金年保国料険保康健民国

後期高齢者医療保険料 （市役所１階） ☎40-7046

市税等の徴収猶予

７月１４日

市民税課（市役所２階、
☎40-7025・☎40-7026）

収納課（市役所２階、
☎40-7032・☎40-7033）

問い合わせ先

介護福祉課（市役所１階、
☎40-7049）

市では現在、昨冬の大雪により発生したりんご樹等の幹割れ

や枝折れ被害の拡大防止のために使用した融雪剤、塗布剤の購

入助成を実施しております。 

令和６年１０月１日から令和７年３月３１日までにＪＡ以

外の販売店で購入された方で、まだ申請されていない方は、８

月２９日（金）までに忘れずにお申込みください。 

◆助成率

融雪剤 １／３（上限：４８０円／１０アール） 

塗布剤 １／３（上限：５４０円／１０アール） 

事業申請等の詳細につきましては、市ホームページ（二次元

コード）をご確認ください。 

■問い合わせ先 りんご課生産振興係 

（市役所前川本館３階）☎４０－７１０５

市では､気象災害からの恒常的な防護策として、収入保

険または果樹共済加入者を対象に防風網の張替えに要す

る経費に対し補助します。

◆対象者

・収入保険または果樹共済加入者であること（令和７年産）

・市税などの滞納がないこと（過去５年間）

◆補助対象経費 防風網の張替経費

◆補助率(額)  １／３（上限１８万円）

■問い合わせ先 りんご課生産振興係（市役所前川本館

３階）☎４０－７１０５

今年もりんご公園で「りんご収穫体験」ができます。 

食べごろに育ったりんごを、皆さんの手でもぎ取りでき

ます。 

皆さんお誘いあわせのうえ、ご来園ください。

※収穫時期、品種によって収穫数量を制限させていただく

場合があります。 

◆期  間  ８月初旬から１１月中旬頃まで

◆場  所  りんご公園（清水富田字寺沢）

◆体験料金  有料

■問い合わせ先 りんご公園 ☎３６－７４３９

農地流動化情報は、
市のホームページからも情報提供！

農業委員会では、農地の有効利用と遊休農地解消対策とし

て、「農地を貸したい、売りたい」または「借りたい、買いた

い」などの情報を提供しています。 

   農業・商業・観光 ＞ 農業情報 ＞

農地に関すること ＞ 農地流動化情報 

７月～８月は農地の調査実施期間として､担当地区の農業

委員及び農地利用最適化推進委員が､農地の利用状況を調査

しています。農地パトロールは、農地法に基づき、毎年市内

すべての農地の利用状況を調査するものです。 

特に今年度は、相馬地区を重点地区として位置づけ、より

詳しく調査を行います。利用状況把握のため、農業委員、農

地利用最適化推進委員、農地活用支援隊員及び事務局職員が

農地内に立ち入ることもありますが、農地の利用促進につな

げるための大切な調査ですので、ご理解とご協力をお願いし

ます。 

調査の結果、農地の不適正な利用や遊休農地などが明らか

になった場合は、農業委員会が行う意向調査などの対象とな

ります。農地は食料の生産基盤である大切な資産であり、限

られた資源です。一度耕作を放棄すると、数年で原形を失う

ほどに荒れてしまいます。また、病害虫の発生など、近隣の

農地や住民に大変迷惑がかかります。農地を所有する方は、

適正な管理をお願いします。 

なお、労働力不足などの理由で耕作できない、農地を貸し

たい・売りたい方は、お早目にご相談ください。

■問い合わせ先  

農業委員会農地利用促進係（市役所前川本館３階） 

☎４０－７１０４ 

または農業委員、農地利用最適化推進委員まで 

自然災害や市場価格低下など、あらゆる要因による収入減

少に対応する収入保険制度の加入を促進するため、新たに加

入する方の保険料（掛捨て部分）の一部を補助します。

◆補助対象者 収入保険に新規で加入する農業者・農業法人

※既に収入保険に加入している方や、過去に加入してい 

た方は対象外となります。

◆補助対象経費 保険料（掛捨て部分）の３０％以内

◆補助要件などの詳細は市ホームページ（二次元コード）を

ご覧ください。 

■問い合わせ先  

・補助金について  

農政課地域経営係（市役所前川本館３階） 

☎４０－７１０２ 

・収入保険について

青森県農業共済組合ひろさき支所収入保険課 

☎２８－５７００

近年、高齢化や担い手不足等により園地管理が困難とな

り、園地が放任状態となるケースが増えております。放任園

は様々な病害虫発生の温床となり、近隣園地に重大な被害を

及ぼすため、園主自らが放任園になる前に対策を講じること

が重要です。 

市では、放任園について、園主自身で廃園することが困

難な場合、園主から承諾を得て、園地の伐採等を行う地域

の団体等に対して、経費の一部を補助する事業（りんご放

任園解消対策事業）を行っております。 

本事業は、昨年度の市長の「放任園ゼロ宣言」に伴い、

令和６年度から３か年で当市の放任園をゼロにすることを

目指し、予算の拡充や、市職員による「りんご放任園解消

チーム」を結成するなど、集中的かつ強力に取り組んでお

ります。活用を検討されている方はご相談ください。 

また、市農業委員会では、農地の有効活用を図る目的か

ら、農地の貸付や売渡に係るあっせん業務を行っておりま

す。荒廃が進み遊休化した農地は、復元に多くの労力を要

することから、あっせんが困難な場合がありますので、あ

っせんをお考えの方はお早めにご相談ください。 

■問い合わせ先

・放任園の伐採事業の申請について 

りんご課生産振興係 

(市役所前川本館３階) 

☎４０－７１０５ 

・農地のあっせんについて 

農業委員会農地利用促進係 

(市役所前川本館３階) 

☎４０－７１０４ 

 青森県農業共済組合では、白色申告の方や単式簿記の方等

を対象に青色申告ソフトの講習会を開催します。 

◆日 時 ①７月３１日（木）午前１０時～１１時３０分

②７月３１日（木）午後３時～４時３０分

◆場 所 ①ＮＯＳＡＩ青森ひろさき支所

（弘前市門外字村井２６２）

②ＮＯＳＡＩ青森津軽支所

（五所川原市金山字竹崎２０３－４） 

◆定 員 各会場３０名（先着順）

◆締 切 ７月２５日（金）

◆参加費 無料

◆講 師 （株）セーブ

※申込みの際、栽培品目等を伺うことがあります。 

■問い合わせ・申込先 

①青森県農業共済組合ひろさき支所 収入保険課 

☎２８－５７００ 

②青森県農業共済組合津軽支所 収入保険課 

☎０１７３－３３－１５１３ 

①許可を得ずに農地以外に転用されている農地はないか 

②耕作が放棄されている農地はないか 

③放任園など周辺の営農に支障を与えている農地はないか 

（3）第 233号2025年（令和７年）７月１日 農 業 ひ ろ さ き（2） 第 233号 2025年（令和７年）７月１日農 業 ひ ろ さ き



５月２８日、千年小学校５年生児童４６人が、もち米「あ

かりもち」の田植え体験を行いました。 

児童たちはＪＡや地域の農家の指導のもと、敷地内にある

約３０平方メートルの学校田で、植える間隔や苗の持ち方な

どに気を付けながら作業を行いました。田植えの後には、田

の四隅に酒をかけて豊作を願う伝統的な儀式を行い、児童２

人が真剣な表情で取り組んでいました。 

指導を行う農家の伊藤さんと中田さんによれば、この田植

え体験は２０年以上前から行われ、バケツ稲や学校近くの水

田が用いられていましたが、５年前に「千年地区水資源・環

境を守る会」によって学校田が設置され、稲の栽培で最も重

要な水の運搬・管理を行っています。 

今後は９月下旬に稲刈り、１０月頃に脱穀を行い、収穫し

たもち米は児童に贈られる予定です。 

今回、５月２１日と５月３１日に市りんご公園を会場に、

摘果やコンフューザーＲの取り付け作業について研修を実

施し、計３７名が参加しました。 

参加者は、講師の青森県りんご協会職員、農業協同組合職

員の説明に熱心に耳を傾け、積極的に質問をするなど理解を

深めていました。 

研修会場に設置された無料職業紹介所では、参加者が早速

りんご作業の求職登録を申し込むなど、今後りんご園地で作

業に従事する方が増えることが期待されます。 

市では、りんご生産現場において補助的な作業等に従事

する人材を増やし、人手不足の解消を図ることを目的に、

りんご作業の基礎的な知識や実技を学ぶ研修会を作業工程

ごとに開催しています。

農地バンクが所有者から農地を買い受け、受け手農 

業者へ売却する農地売買等事業の申請締切日が、今ま

では毎月２７日でしたが、６月３０日以降の受付分か

ら、毎月２０日に変更となります。 

ただし、当日が休日等の場合は前日が締切日になり

ます。 

また、当事業以外の農業委員会に提出する農地の売

買や貸借、転用の申請許可は、これまでどおり、毎月

２７日が締切日で変更ありませんので、お間違えのな

いようお願いします。 

■問い合わせ先  

農業委員会農地利用促進係（市役所前川本館３階） 

☎４０－７１０４ 

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知

った日から３年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

相続登記の申請義務化は、すでに相続が発生し不動産の相続登記

がなされていないものも対象となります。正当な理由がないのに義

務に違反した場合、１０万円以下の過料の適用対象となります。又、

より簡易に相続登記の申請義務が履行できるように、相続人申告登

記が新たに設けられました。さらに、令和８年４月１日からは住所

や氏名の変更登記が義務化されます。

詳しくは、法務省ホームページを確認又は青森地方法務局弘前

支局までお問い合わせください。

◎法務省ホームページ「不動産を相続した方へ～相続登記・遺産分

割を進めましょう～」 

■問い合わせ先  

青森地方法務局弘前支局（早稲田三丁目１－１）

☎２６－１１５０（音声案内２番）

新規就農者及び就農希望者を対象に、先輩農家と交流する

イベントを開催します。交流・仲間づくりの機会としてぜひ

ご参加ください。 

◆対  象 新規就農者（就農開始から５年程度）、就農希

望者など

◆日  時 ７月２９日（火）午後２時３０分～（２時間半

程度）

◆場  所 弘前市民会館１階 大会議室

（下白銀町１－６）

◆テ ー マ 「自ら作った作物の魅力を外部へ伝え、 

販売につなげるアクションを考えよう！」 

◆内  容 （1）ゲストトーク、（2）ワークショップ

◆ゲ ス ト 小田切　葵 氏（そまりんごファーム）、

外崎　陽子 氏

◆定  員 ３０名（参加費無料）

◆申込期限 ７月２２日（火）

◆詳細は市ホームページ（二次元コード）をご確認ください。

■問い合わせ・申込先 農政課担い手育成係（市役所前川

本館３階）☎４０－０７６７

全国農業会議所では、原則４９歳以下の就農希望者を新たに

雇用し、通年で農業就業又は独立就農に必要な技術・経営ノウ

ハウ等を習得させるための研修を実施する農業者等に対して、

「雇用就農資金」を交付しています。

令和７年度事業の第２回募集に向けて、事業説明会を開催し

ます。個別相談も受け付けますので、雇用就農資金の活用を検

討している方は、ぜひご参加ください。

◆対  象 「雇用就農資金」の活用を検討している方

◆日  時 ７月２２日（火）午後２時

◆場  所 弘前市役所岩木庁舎２階 会議室１

◆内  容 雇用就農資金の説明など

◆定  員 １５名 

◆申込期限 ７月１７日（木）

※事前申込みが必要です。

◆参 加 費 無料           Ｗｅｂページ

■問い合わせ・申込先 農政課担い手育成係（市役所前川本館

３階）☎４０－０７６７

農業・農村の多面的機能（農産物生産のみではなく、国

土の保全や水源の涵養などの様々な働き）を維持・発揮す

るため、地域の共同活動を支援します。 

１．多面的機能支払交付金の構成 

多面的機能支払交付金は、農地維持支払交付金と資源向上

支払交付金から構成されます。

①農地維持支払交付金 

… 農地法面の草刈りや水路の泥上げ等の基礎的な保全

活動、保全管理構想の作成など

②資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）

… 農業用施設の軽微な補修、植栽による景観形成、多面

的機能の増進を図る活動など

③資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動） 

… 農業用施設の軽微でない補修や更新など

２．多面的機能支払交付金の交付単価 

②と③を同時に取り組む場合は②の単価が７５％になり、 

また多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、 

②の単価が５／６になります。 

③で直営施工しない場合は③の単価が５／６になります。 

３．支援の対象となる組織 

農業者のみで構成される活動組織、または農業者及び非

農業者で構成される活動組織。なお、資源向上②の交付を

受ける場合は、非農業者の参加が必須となります。

《弘前市では、令和７年３月３１日現在、３１の活動組織

が取り組んでいます。》

４．多面的機能支払交付金に取り組むための手順 

（１）活動組織の設立

  ・活動の対象とする農業用施設や農地、活動に取り組み

やすいまとまりを設定します。

  ・規約や活動計画書などを作成し、設立総会を開催して

審議します。

 （２）事業計画の認定

  ・設立総会で承認された規約や活動計画書などを市へ提

出し、市から事業計画の認定を受けます。

 （３）交付金の申請

  ・市へ交付申請書を提出します。

 （４）活動の実施と記録

  ・活動計画書に定めた活動を実施し、作業の内容や収支

について記録します。

 （５）活動の実績報告

  ・４月１日から３月３１日までの１年間の活動記録と金

銭出納簿を取りまとめ、報告書を市へ提出します。

５．その他 

交付金の対象農地を転用した場合や遊休農地になった

場合は、事業計画の認定を受けた年度にさかのぼって、交

付金を返還することとなります。

☆農林水産省のホームページ《多面的機能支払交付金》

でも確認できます。

 （単位：円／１０アール）

（共　同） 　（長寿命化）

田

畑

草地 250 240 400

① 農 地 維 持 ② 資 源 向 上 ③ 資 源 向 上

3,000 2,400 4,400

2,000 1,440 2,000

■問い合わせ先 農村整備課総務係（市役所前川本館３階） ☎４０－７１０３ 

（つがる林檎園／津軽りんご

加工センター）

編集と発行 ： 弘前市農業委員会
弘前市大字上白銀町１-１ 前川本館３階 電話０１７２-４０-７１０４

2025年７月１日 （第 233 号）
（令和７年７月１日）
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